
競合と差別化を図るための 

家族信託活用事例 

9月4日（月） 19:00～20:00（開場18:45～） 

不動産業者・税理士の方、必見！ 

「家族信託活用」で、親世代だけでなく、 
次の世代（受託者）との関係構築ができます 

 

家族信託は、不動産オーナー様が認知症になっても 

資産の管理・処分を信頼できる親族に託し、引き継がせることができる制度です。 

認知症による資産凍結・相続対策等将来を見据えた財産管理の新しい手段として、 

不動産オーナー様・資産管理会社様から注目を集めています。 

お客様のご希望・ご要望に合わせて 

オーダーメイドで設計することができることに加え、 

次世代とのつながりも構築することもできます。 

これから広がりを見せるこの家族信託を、 

今から事業の一つとして取り入れることで、 

提案力の向上、競合との大きな差別化にもつながります。 

家族信託の基礎知識からこれまでの生前対策と比較し、 

活用手法を事例とともに解説いたします！ 

第1回 

5,000円 4,000円 
※懇親会費の金額は目安です。当日お支払いただきます。 

20名 

かながわ県民センター（1501会議室） 

空き家・空き地の有効活用として、 

遊休地を複数所有している高齢者のオーナー様 

建替えを検討している高齢者の不動産オーナー様 

高齢の賃貸アパートのオーナー様が、 

将来的に管理や修繕・契約が難しくなりそうな方 

株主が経営者１名のため、認知症になると 

経営がストップしてしまう恐れがある方 




